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当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9㎞・支川小猿部川1.8㎞を管理しています

夏休み前に河川公園などの
安全点検を実施しました

国土交通省では、河川敷を利用した公園
やグラウンドなど、地域の方々の集う場所の
安全点検を毎年行っており、鷹巣出張所管
内では７月４日（水）に実施しました。

管内のそれぞれの河川公園ではこれから花
火大会をはじめ、様々なイベントが実施され
ます。そのため、地域の方々に安全に利用
していただくために施設を管理している北秋
田市役所、大館市役所の職員と合同で行い
ました。今回の点検の結果、危険な箇所は
確認されませんでした。

重要水防箇所合同巡視を実施しました

本格的な出水期を前に重要水防箇所合同巡視を６月５日
（火）北秋田地区、６月２２日（金）大館地区で実施しました。
水防団を始めとする地元住民の方々や関係行政機関が一
堂に会し、洪水が発生した際の対応について確認し、緊急
時の水防活動を的確に行えるように情報共有しました。

北秋田地区

大館地区

●重要水防箇所とは●
洪水が起こった時に危険が予
想され、水防活動において重
点的に見回り点検が必要な場
所のことです。あらかじめ水防
上重要な箇所を定めておくこ
とで効率的な堤防点検並びに
危険箇所の早期発見につな
がりやすくなります。

重要水防箇所は毎年見直しさ
れています。

能代河川国道事
務所ＨＰで米代川
重要水防箇所を
掲載しております

６月２９日（金）普段陸上からのパ
トロールからだけでは見えにくい河
岸の浸食や護岸の変状を確認する
ためにゴムボート２艇で船上巡視を
実施しました。

今回の巡視で異常のある箇所は
見受けられませんでした。

国土交通省では毎年７月
を河川愛護月間として
様々な取り組みを行って
おります。

７月は です
～せせらぎに ぼくも魚も すきとおる～
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